
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２８年１１月５日 １１時３５分ごろ 

発生場所 北海道浜中
はまなか

町散布
ちりっぷ

埼南西方沖 

 厚岸
あっけし

灯台から真方位０６７°６.６海里付近 

 （概位 北緯４２°５９.４′ 東経１４５°００.２′） 

インシデントの概要  漁船豊
ゆたか

丸は、東進中、定置網のロープが推進器に絡まり、運航不

能となった。 

インシデント調査の経過 平成２８年１１月１４日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 豊丸、２.２６トン 

 ＨＫ３－９８９９６（漁船登録番号）、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、散布埼南西方沖に設置された定

置網（以下「本件定置網」という。）と本件定置網北方の陸岸の間の

水路（以下「本件水路」という。）を航行する目的で、船長が舵棒を

持って操舵を行い、約４～５ノットの対地速力で東進中、本件定置網

のロープが推進器に絡まって機関が停止し、運航不能となった。 

 本船は、来援した僚船により浜中町散布漁港（藻
も

散布
ちりっぷ

地区）にえい
．．

航された。 

 本船の推進器には長さ約２ｍのロープが絡まっていた。 

 船長は、本件水路の可航幅が約７０～８０ｍあったが、ふだん、陸

岸に寄り過ぎないようにする目的で本件定置網北西端のボンデンから

数ｍ離して本件水路を航行しており、本インシデント時も同ボンデン

から数ｍ離して航行していた。 

 本船の推進器に絡まったロープは、本件定置網に連結されたロープ

の一端が切れて本件水路に浮遊していたものであったことが、本イン

シデント後に分かった。 

分析 

 

 本船は、本件水路を東進中、一端が切れて浮遊していた本件定置網

のロープが推進器に絡まったことから、機関が停止し、運航不能とな

ったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、本件水路を東進中、一端が切れて浮遊

していた本件定置網のロープが推進器に絡まったため、機関が停止し



 

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定置網にはできる限り接近しないこと。 

 ・定置網管理者は、定置網のロープ等が切断して浮遊しないよう維

持管理に努めること。 

 


